
 

 

平成２８年度使用岐阜地区小・中学校用教科用図書の採択方針 

 

１ 採択に係る基本方針 

岐阜地区の小学校及び中学校で使用する教科用図書の採択は、県教育委員会の下記の指

導・助言又は援助の項目を踏まえ、各市町教育委員会がその権限と責任によりこれを行う。 

２ 採択に当たり踏まえるべきこと 

（１） 小学校及び中学校用教科用図書の採択について 

・義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１４条により毎年度採択

すること。 

・小学校用教科用図書の採択については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置

に関する法律施行令第１５条により、学校教育法附則第９条に規定する教科用図

書を除き、平成２７年度と同一の教科用図書を採択すること。 

・中学校用教科用図書の採択については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置

に関する法律施行令第１５条により、学校教育法附則第９条に規定する教科用図

書を含めて、採択替えができる年度に当たっているので、これらを踏まえ、適切

に採択すること。 

・同一の教科用図書を採択する期間内において採択した教科用図書の発行が行われ

なくなった場合その他義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行

規則第６条で定める場合においては、この限りではない。 

（２） 平成２８年度使用義務教育諸学校における学校教育法附則第９条に規定する教科

用図書の採択について 

・義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律、同法施行令及び同法施行

規則の示すところに基づき、教科の主たる教材として教育目標の達成上適切であ

り、児童生徒の障がいの種類・程度、能力・特性等に応じた図書を採択すること。 

 なお、その際においては、毎年度異なる図書を採択することができること。 

・採択に当たっては、県教育委員会において作成する「一般図書選定資料〔特別支

援学校（小学部・中学部）及び小中学校特別支援学校用〕」を十分活用すること。 

 

３ 採択に係る基本的な考え方 

（１） 同一の教科用図書を採択する期間内において採択した教科用図書の発行が行われ

なくなった場合等、新たに採択替え及び調査研究が必要となる場合は、県教育委

員会により作成、配布される「調査研究資料」を参考資料の一つにするなどして

十分な調査研究を行うこと。 

（２） 教科用図書を採択する際には、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付け、

それらを活用して思考力、判断力、表現力等を育むとともに、主体的に学習に取

り組む態度を養うことができるよう、教育指導の方針と重点及び児童生徒の実態

等を踏まえ、諸種の角度から総合的に比較研究して特徴を明らかにするなど、十

分な調査研究を行うこと。 

（３）過当な宣伝行為等に惑わされることなく、審議や調査等について厳正な態度をも

ち、採択の公正確保に努めること。円滑な採択事務に支障をきたすような事態が

生じた場合や違法な働きかけがあった場合には、関係機関と連携を図りながら毅

然とした対応をとり、静ひつな採択環境を確保すること。 

（４）採択に関わる情報等については、積極的な公開に努め、開かれた採択をより一層

推進すること。 



４ 岐阜地区採択協議会の設置・運営及び協議に係る留意事項 

（１）設置 

・各市町教育委員会において５月１５日までに、協議会の設置に関する議決を終え

羽島市教育委員会教育長に報告する。 

  ・次の事項について、協議会が設置され次第速やかに岐阜県教育委員会に報告する。 

① 協議会規約 

② 採択方針 

③ 協議会について 

    ア 名称、目的、組織、構成（規約） 

    イ 委員の選出、委嘱の方法など（委嘱状） 

    ウ 委員の名簿 

    エ その他 

（２） 運営及び協議 

①各市町教育委員会は、第２回協議会の翌日から７月３１日（金）までの期間中

に採択について協議を終え、８月１４日（金）までに岐阜地区採択協議会長に

議決の報告をする。    

②市町教育委員会で協議が調わなかった場合は、協議会長の判断で再度協議会を

招集し、岐阜地区内で同一の教科書が採択できるよう再協議する。再協議に要

する期間は８月３日（月）から８月１１日（火）までとする。 

③全市町教育委員会が採択を議決することにより、岐阜地区採択が完了したもの

とする。 

④ 各市町教育委員会は、各学校への採択結果の通知を、岐阜地区の採択完了以後

とする。 

⑤ 保護者等の幅広い視点から教科用図書についての意見が聞ける等、協議会の委    

員の構成等を工夫改善する。 

⑥採択地区の設定、採択地区協議会の運営、調査研究や審議の在り方、静ひつな

採択環境と開かれた採択等について協議し、次回の採択替えに向けて採択の改

善を図る。 

   ⑦教科書の採択に関する信頼を確保する観点から、採択結果及び理由等の公表に

つとめること。 

５ その他 

（１） 協議会は、地方自治法第２５２条の２に規定する協議会としては短期間（８月

３１日まで）であるため、手続き等を省略して事実上の協議による協議会とする。

また、その運営は、岐阜地区採択協議会規約に基づいて行う。 

（２） 協議会委員の任期は平成２７年８月３１日までとする。 

（３） 新たに協議が必要になった場合は、規約第５条（１）の委員により行う。 

（４） 協議会の運営に係る費用は、必要に応じて市及び町の分担金をあてる。なお、

会計報告及び次年度の予算についての審議は、規約第５条（１）の委員により行

う。 

 

 

 


